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1 市の環境施策のあゆみ 

 

本市では、「十日町市住みよい環境づくり条例」第７条の規定に基づき、様々な環境

問題に対応する具体的な行動指針を定めた「十日町市環境基本計画」を平成 19（2007）

年９月に策定しました。 

また、平成 23（2011）年３月 11 日に発生した東日本大震災は、私たちの生活に大

きな影響を与え、環境に対する意識を変えました。これを受け、平成 25（2013）年３

月には「十日町市環境基本計画改訂版」を策定しました。 

さらに、刻々と変化する社会情勢や深刻化する環境問題に対応すべく、平成 29（2017）

年３月に「第二次十日町市環境基本計画」を策定しました。 

そして今回、現計画の計画期間の終了に伴い、本市を取り巻く環境の現状と課題を

把握するとともに、これまでの取り組みの評価を行い、今後 10 年を見据えた「第三

次十日町市環境基本計画」を策定します。 

 

 

2 地球環境を取り巻く動向 

 

2-1 国際社会の動向 

（１）パリ協定 

平成 27（2015）年 12 月に採択されたパリ協定（平成 28（2016）年 11 月発効）で

は、世界の努力目標として世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも 1.5℃高い

水準までのものに制限することが掲げられ、全ての国が「温室効果ガス※資」の排出削

減目標を「国が決定する貢献（NDC※資）」として５年ごとに提出・更新し、その実施状

況を確認する仕組み（GST※資）が設けられました。 

この仕組みのもと、NDC は、パリ協定の運用開始後から各国で提出・更新が進み、

初回の GSTは令和５（2023）年に COP28で実施され、その結果を踏まえて令和７（2025）

年までに NDCの提出・更新を行うことが求められています。 

各国は、このGSTの知見を踏まえ、より野心的な目標への引き上げを目指しており、

既に多くの国から新たな目標が公開されつつあります。 

表１ 主要国の NDC（令和 7（2025）年 3 月末時点） 

 中期目標 対象ガス 
ネット・ゼロ※資 

目標年度 

日本 
2030年度に▲46%（2013年度⽐）さらなる高みに向けて、 

2035年度▲60％、2040年度▲73％（2013年度⽐）削減を目指す 
全てのGHG※資 2050年 

アメリカ※1 
2030年に▲50-52%(2005年⽐)  

2035年に▲61％～66％(2005年⽐) 
全てのGHG 2050年 

EU 
2030年に少なくとも▲55%（1990年⽐） 

2035年に▲60％（1990年⽐） 
全てのGHG 2050年 

中国 
2030年までにCO2排出量を削減に転じさせる 

GDP当たりCO2排出量を▲65%超（2005年⽐） 
CO2のみ 2060年 

※１ バイデン政権時に策定されたものであり、トランプ第２政権の発足直後にパリ協定からの再脱退を表明し、2026年1月正式に脱退。 

                      資料：環境省 国内外の最近の動向（報告）2025 年 3 月 
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図 1 日本の温室効果ガスの削減目標及び進捗状況 

資料：環境省 国内外の最近の動向（報告）2025 年 3 月 

 

（２）脱炭素社会 

パリ協定に基づいて、温室効果ガスによる気温上昇を許容範囲に収めるためには、

炭素の低減を目標とする低炭素社会から、完全に二酸化炭素を排出しない脱炭素社会

を目指す必要があります。世界的にみて先進国の二酸化炭素排出量は、世界全体の排

出量の多くを占めています。よって、脱炭素社会の実現のためには、先進国を中心と

した二酸化炭素排出量の削減が必要です。 

脱炭素社会の実現には、主に３つの取り組みが必要です。 

１つ目は、化石燃料に頼らないエネルギーの利用で、化石燃料を燃料源とする発電

から「再生可能エネルギー」のような二酸化炭素を排出しない発電方式の割合を増や

せば、二酸化炭素を排出せず、持続的にエネルギー生産を行うことができます。世界

各地で導入量が増加している再生可能エネルギーは、風力、太陽光、バイオマス、地

熱などがありますが、近年、このほかに次世代エネルギーとなる水素をエネルギー源

とした発電の研究も進んでいます。 

２つ目は、省エネ対策の徹底で、我が国は、オイルショックをきっかけとして、昭

和 54(1979)年に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和 54年法律第 49号)」

が制定されました。この法律は、省エネ対策を推進する必要性の高い工場、事業場、

運輸、住宅・建築物分野を対象とし、制定以降、省エネ技術の進展に応じて度々改正

されています。 

３つ目は、革新的なエネルギー技術の開発で、例えば水素の利活用や CCUS※資(二酸

化炭素の新たな工業利用や地下深くに封じ込めるもの)技術の利用、電気自動車の推

進、産業分野でのスマート化の進展など、脱炭素社会の実現に向けた技術の研究が進

められています。 
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（３）生物多様性枠組 

令和２（2020）年までの国際目標であった愛知目標※資に代わり、新たな生物多様性

に関する世界目標である、「昆明・モントリオール生物多様性枠組※資（GBF）」が、令

和４（2022）年 12 月に採択されました。 

この枠組みは、令和 32（2050）年までに自然と共生する世界の実現をビジョンとし

て掲げており、４つの「2050年グローバルゴール」を設定しています。さらに、自然

を回復の軌道に乗せるため、令和 12（2030）年までに生物多様性の損失を阻止し反転

させることを目指した「2030年ミッション」を示しています。 

その達成に向けて、３つのグループからなる 23 のグローバルターゲットを定めて

います。 

 

 

2-2 国の動向 

（１）環境基本計画 

国は、令和６(2024)年５月に閣議決定された第六次環境基本計画では、環境基本法
※資第 15 条に基づき、政府全体の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

を定めるものであり、すべての環境分野を統合する最上位の計画として目指すべき文

明・経済社会の在り方を提示しています。 

本計画は、環境保全を通じた現在及び将来の国民一人ひとりの「ウェルビーイング

／高い生活の質」を最上位の目的に掲げ、環境収容力を守り環境の質を上げることに

よって経済社会が成長・発展できる「循環共生型社会（環境・生命文明社会）」の構築

を目指しています。 

また、今後の環境政策の展開に当たっては、利用可能な最良の科学に基づくスピー

ドとスケールの確保や、ネット・ゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ※資等の施策

において可能な限りトレードオフ※資を回避し、統合・シナジーを発揮すべく取り組む

こととしています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 環境基本計画の効果的実施体制 

 

資料：環境省 第六次環境基本計画の概要（2024 年 5 月） 
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（２）地球温暖化対策計画 

「地球温暖化※資対策計画」は、地球温暖化対策の推進に関する法律第８条第１項及

び「パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の取り組み方針について」に基づき、平成 28

（2016）年５月に閣議決定された計画です。 

令和７（2025）年２月に閣議決定された内容では、気候変動※資問題は、避けること

ができない喫緊の課題であり、パリ協定発効以降、世界各国の脱炭素への取り組みが

加速しています。   

国は、本計画や関連法令を基盤に、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時

実現を目指す GX政策※資と協調して「2050年ネット・ゼロ」の実現に向けて気候変動

対策を着実に推進していくこととしています。 

目標達成のための対策・施策として、特に都道府県に期待される役割を示していま

す。 

また、国の温室効果ガス排出削減目標は令和 32（2050）年までに温室効果ガスの排

出を全体としてゼロにする、すなわち「2050年ネット・ゼロ」の実現を目指し、令和

12（2030）年度に平成 25（2013）年度から 46％削減、さらに、50％の高みに向けて挑

戦していくこととしています。 

世界全体での 1.5 度目標及び 2050 年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路と

野心的な目標として、平成 25（2013）年度と比較して令和 17（2035）年度に 60％、

令和 22（2040）年度に 73％の削減目標が示され、NDCとして国際連合枠組条約事務局

に提出しました。 
 

（３）第 7 次エネルギー基本計画 

第７次エネルギー基本計画が令和７（2025）年２月に閣議決定されました。 

第６次エネルギー基本計画が令和３（2021）年 10 月に閣議決定されて以降、ロシ

アによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化等を受けたエネルギー安全保障の要請

の高まりや、国内の DX※資や GX※資による電力需要増加の見込み、そして、主要国にお

ける令和 32（2050）年カーボンニュートラル※資実現に向けた気候変動対策としての

エネルギー構造転換を産業政策と一体化させながら取り組んでいくという情勢変化

が生じています。 

第７次エネルギー基本計画では、これらの社会情勢の変化を踏まえた上で、エネル

ギー安定供給の確保に向けた投資を促進する観点から、令和 22（2040）年や、その先

のカーボンニュートラル実現に向けたエネルギー需給構造を視野に入れつつ、S+３E

の原則※資のもと、今後、取り組むべき政策課題や対応の方向性をまとめています。 

 

（４）生物多様性国家戦略 2023-2030 

令和５(2023)年３月 31 日に策定された生物多様性国家戦略 2023-2030 は、生物多

様性条約第６条及び生物多様性基本法に基づき、生物多様性の保全と持続可能な利用

についての基本方針や施策を総合的・長期的に定める最上位の計画です。 

令和 12（2030）年までに、陸と海の 30％以上を健全な生態系として保全する「30by30

目標※資」を掲げ、昆明・モントリオール生物多様性枠組に対応し、「2030年ネイチャ

ーポジティブ（生物多様性の損失を止め回復させる）」の実現を目指しています。 

5つの基本戦略を軸に、状態目標 15個・行動目標 25個が設定されており、最新の

科学的知見や国内外の動向を取り入れ、社会全体での意識向上と行動の変革を促す戦

略となっており、気候変動対策・循環経済との統合的な政策展開やトレードオフの解

消に努める方針が示されています。 
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2-3 県の動向 

（１）新潟県環境基本計画 2017-2028 

地球規模の環境問題の深刻化や県民の環境意識の高まりを背景に、新潟県環境基本

条例第 10条に基づき策定された、平成 29（2017）年度から令和 10（2028）年度まで

の 12年間を対象とする環境保全の総合的な施策計画です。 

県内の自然環境の保全と持続可能な利用を目指し、「脱炭素社会への転換」「人と自

然が共生するくらし」「資源循環型社会の形成」「安全で快適な環境」という４つの基

本目標を掲げています。計画は４年ごとに見直しが行われ、近年の環境を巡る現状や

経済社会情勢の変化に対応できるよう、令和７（2025）年３月に改定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3 新潟県環境基本計画 要約版 

 

資料：新潟県ホームページ 環境基本計画  

 

（２）新潟県地球温暖化対策地域推進計画 2017-2030 

地球温暖化対策推進法第21条第３項に基づく地方公共団体実行計画（区域施策編）

として平成 29（2017）年３月に策定されました。地球温暖化の深刻化と国の脱炭素方

針の強化を受け、県は令和 32（2050）年の温室効果ガス※資実質ゼロを表明し、令和４

（2022）年３月に計画の見直しを行いました。 

改定後の目標では、令和 32（2050）年のカーボンニュートラルを長期目標としつつ、

令和 12（2030）年度に温室効果ガス排出量を平成 25（2013）年度比で約 46％削減す

ることを中間目標とし、令和 32（2050）年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指

します。 
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（３）2050 年カーボンゼロの実現に向けた戦略 

近年、地球温暖化による異常気象や自然災害が頻発し、県内でも気温上昇や大雨・

大雪、台風による被害が目立つようになっています。温暖化の主な原因である温室効

果ガスの排出削減は、非常に重要な課題であり、令和２（2020）年９月に、令和 32

（2050）年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを表明しました。 

そして、令和３（2021）年に県は、推進本部と部局横断のプロジェクトチームを設

置し、令和 12（2030）年度には、温室効果ガス排出量を平成 25（2013）年度比 46％

削減という中間目標を定めました。 

洋上風力発電や水素、メタネーション※資など、地域の特性を活かした様々な計画や

事業も進められています。令和 32（2050）年の脱炭素社会の実現に向けて、県民や事

業者、市町村が一丸となり、再生可能エネルギーの導入、省エネルギー、二酸化炭素

の吸収・貯留など、４つの柱による総合的な取り組みを推進することが掲げられてい

ます。 
 

（４）新潟県生物多様性地域計画 2017-2028 

新潟県は、越後平野や棚田、里山から奥山、信濃川や海岸線、佐渡島など、変化に

富む地形と豊かな自然によって、多様な生態系が形成されています。これらの生態系

は食料や水、気候の安定など人々の暮らしや産業、文化・伝統に深く関わっています。 

しかし、過疎化や生活様式の変化による里地里山の荒廃、開発による緑地の減少、

外来種や温暖化による動植物の生息環境の変化などが生物多様性に影響し、トキの野

生絶滅のような損失も生じています。 

そこで、平成 29（2017）年３月に新潟県生物多様性地域計画を策定し、計画では、

社会情勢の変化や生物多様性の課題に対応するため、４年毎に見直すこととしており、

令和７（2025）年３月に改定が行われました。 

今後は、県民・事業者・行政が協働し、地域ぐるみで生物多様性の恵みを将来世代

へ引き継ぐための取り組みを進め、多様な主体の参画によって持続可能な新潟県の実

現を目指しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 新潟県生物多様性地域計画【概要版】 
資料：新潟県ホームページ 新潟県生物多様性地域計画  
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3 市の概況 

3-1 市の概況 

（１）地勢・沿革 

十日町市は、新潟県の南部に位置し、東は南魚沼市・魚沼市、北は小千谷市・長岡

市・柏崎市、西は上越市、南は津南町・湯沢町・長野県などと接しています。 

総面積は 591.33 ㎢で、その約 70％を森林が占めています。中央部を信濃川、渋海

川がほぼ平行に南北に貫流しており、信濃川へは清津川などが流入しています。信濃

川流域では川の浸食により雄大な河岸段丘が形成され、渋海川流域では耕地が傾斜地

に点在することから棚田が形成されています。 

市の南東部には、柱状節理の渓谷美を誇る清津峡をはじめとした美しい景勝地があ

り、上信越高原国立公園に指定されています。 

 

 

図 5 十日町市の位置 

 

 

 

 

図 6 土地利用区分割合（概数） 

資料：令和６年度版 統計でみる十日町市  
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（２）気象 

気候は、日本海型気象区分に属し、四季折々に季節感があふれています。降水量は

１月から３月、11 月、12 月に集中しています。国内有数の豪雪地帯であり、最高積

雪では２ｍを超す年が多く、３ｍを超す年も見られます。冬の期間における市民の日

常生活、経済活動に大きな影響を及ぼしています。 

 

 
図 7 令和 6（2024）年の月別の気温と降水量 

 
資料：気象庁（アメダス十日町の観測データ） 

 

 

 
図 8 年別降雪量 

 
資料：気象庁（アメダス十日町の観測データ） 
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（３）人口 

十日町市の人口は、昭和 25(1950)年の約 10 万４千人をピークに減少が進み、令和

２（2020）年では約４万９千人となっており、今後も減少傾向は続くものと推計され

ています。 

令和７（2025）年３月に策定した第３期十日町市人口ビジョンでは、令和 17（2035）

年の人口を、国立社会保障・人口問題研究所の推計値 36,402 人に対し、若者・女性

の移住促進や結婚・子育て支援の充実に取り組むことによる純移動数の増加を見込み、

36,744人とし、令和 32（2050）年には 26,945人と見通しています。 

 

平成２（1990）年に 65歳以上の高齢者人口が 15歳未満の年少者人口を上回り、令

和２（2020）年の高齢化率は 39.8％と、県（32.8％）や近隣の市より少子高齢化が進

んでいる傾向にあります。 

 

 

 
図 9 年齢３区分別の人口推移（各年 10 月１日現在） 

 
資料：国勢調査 
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（４）産業 

産業別人口は減少し続けており、特に第１次産業は 2,842 人、第２次産業は 7,562

人と、平成２（1990）年の従業者数から約半数以下にまで大きく減少しています。ま

た農家数も減少が続いており、特に、農家数減少率は 20％を超える状況となっていま

す。 

工業は、事業所数が令和３（2021）年から増加に転じ、製造品出荷額についても増

加傾向にあります。 

商業は、事業所数・従業員数ともに減少し続けています。 
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図 11 農家数の推移 
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図 12 工業の状況 
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図 13 商業の状況 
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（１）温室効果ガス 

温室効果ガスの排出量は、各部門とも一時的に増加した年度はあるものの、平成 25

（2013）年から減少傾向が継続しています。 

令和４（2022）年度の全体の温室効果ガス排出量に対する比率は、民生部門が全体

の約５割（32.8％＋24.1％）を占めており、平成 25（2013）年度と比較すると、民生

業務部門が大きく減少しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 温室効果ガス排出量の推移 

 
資料：環境衛生課 

 

（２）エネルギーの部門別消費量 

エネルギー消費量は、平成 25（2013）年度から緩やかな減少傾向にあり、令和４

（2022）年度の全体のエネルギー消費量に対する比率は、運輸部門 38.0％、産業部門

26.3％、家庭部門 20.2％、業務部門 15.5％で、産業部門と運輸部門で全体の６割以

上を占めています。 

また、平成 25（2013）年度と比較すると、構成割合は、運輸部門が増加し、産業・

業務その他部門が低下しています。 
 

 

図 15 部門別エネルギー消費量の推移 
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（３）創エネルギーの推進 

①再生可能エネルギーの推進 

市では、二酸化炭素排出量の削減や再生可能エネルギーの積極的な利用促進、地球

温暖化対策を推進するため、公共施設への再生可能エネルギー活用設備の導入を進め

ています。 

令和２（2020）年度に発電を開始した松之山温泉地熱バイナリー発電所は、地熱利

用の発電としては県内初であり、年間 1,240 MWhの電力量で稼働しています。 

 

表２ 公共施設への再生可能エネルギー活用設備導入実績 ※１ 

※1 導入後、稼働実績のある施設を表記                          資料：環境衛生課 

※2 発電事業者「松之山温泉合同会社 地・EARTH（ジアス）」 

年度 設置場所 設備種別、数量 

H25 

下条小学校、松代小学校 太陽光発電設備(一式) 

中里体育館 太陽光発電設備一式 

ゆくら妻有 温泉熱利用ヒートポンプ(１基) 

H27 

消防本部庁舎 地中熱利用ヒートポンプ、太陽光発電設備(一式) 

エコクリーンセンター バイナリー発電機(1台) 

H28 市役所 松之山支所 ぺレットボイラー(1台)、バイナリー発電機(１台) 

H29 

きらきら西保育園 下水熱利用ヒートポンプ(一式) 

越後妻有文化ホール段十ろう 太陽光発電設備(一式) 

H30 市道島坂ノ下線 下水熱利用ヒートポンプ(一式) 

R２ 

エコクリーンセンター内 

ストックヤード棟 
使用済み紙おむつ燃料化施設(一式) 

松之山温泉「鷹の湯 3号源泉」 地熱バイナリー発電施設 ※2(一式) 

R３ 道の駅まつだいふるさと会館 太陽光発電設備(一式)、地中熱利用空調設備(一式) 

R４ 

市役所本庁舎・保健センター 太陽光発電設備(一式) 

千手小学校 太陽光発電設備(一式) 

下水処理センター 下水熱利用空調設備(一式) 

R５ 水沢中学校、まつのやま学園 太陽光発電設備(一式) 
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②市民・事業者へのエネルギー機器設置費の助成 

 

市では、二酸化炭素排出量の削減や地球温暖化対策を推進するため、住宅や事業所

へ太陽光発電システムや木質バイオマスストーブ等といった再生可能エネルギーを

利用する設備の設置費用の助成を行っています。令和６（2024）年度には助成件数が

300件を超えました。 

太陽光発電システムや木質バイオマスストーブ等によるエネルギー創出量は年々

上昇し、令和６（2024）年度には累計で 2,900MWhを創出しています。 

 

 
図 16 再生可能エネルギー活用促進費補助事業実績 

資料：環境衛生課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 太陽光発電と木質バイオマスストーブ等によるエネルギー創出量 

資料：環境衛生課 
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3-3 資源循環 

市のごみ排出量は、令和１（2019）年度以降減少傾向にあり、令和６（2024）年度

では、ごみ総量が 15,258t/年、一人あたりのごみ排出量は 327.1 kgとなっています。 

一方、リサイクル率は、平成 30（2018）年から上昇傾向にありましたが、令和５

（2023）年度から下降しており、リサイクル率の向上を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 ごみ総量と一人当たりごみ量の推移 

資料：環境衛生課 

 

※平成 27（2015）年度以前は十日町・川西・松代地域分の数値。平成 28（2016）年度以降は中里・松之山地域を含む十日町

市全域分の数値 

※『住民基本台帳』の平成 26（2014）年～令和６（2024）年までの各年の３月現在の人口を用いて産出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 リサイクル率の推移 

資料：環境衛生課 

 
※H27（2015）年度以前は十日町・川西・松代地域分の数値。H28（2016）年度以降は中里・松之山地域を含む十日町市全域

分の数値 
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3-4 自然環境 

（１）自然環境・文化財 

市域にかかる自然公園には、「上信越高原国立 

公園」及び「直峰松之山大池県立自然公園」の 

２つがあります。また、小松原湿原の「自然環境 

保全地域」や長安寺山林の「緑地環境保全地域」 

などには、貴重な自然環境が存在しています。 

自然植生のブナ林をはじめ、貴重生物を保全・保 

護するための地域指定を行っています。 

市域に生息・生育する生物では、植物（維管 

  束植物のみ）約 1,200 種、哺乳類 32種、鳥類 

168種、爬虫類９種、両生類 16種、魚類 43種、 

昆虫類約 400種、底生動物約 60種が確認され 

ています。このうち、国及び県における絶滅の 

おそれのある種に、植物 115種、動物 93種が 

リストアップされています。 

国は、日本の生物多様性保全上重要な里地里

山に、「松代・松之山地域」と「キョロロの森」を選定しています。また、松之山地域

の「狐塚の棚田」は、日本の棚田百選に選ばれています。 

さらに、松代・松之山地域は「にほんの里 100選」にも選ばれるなど、日本の原風

景である良好な棚田・里山景観が保全・継承されています。渋海川流域では、瀬替え

や間歩（マブ）※資により水田や畑などを生み出しながら地域が発展してきました。こ

のように、先代から何代にも渡って引き継がれた農業遺産ともいうべき棚田・里山が

各地に存在しています。 

また、ブナ林など豊かな自然環境に恵まれており、絶滅のおそれのある生物を含め、

多様な野生生物の生息・生育地であることから、この恵まれた自然景観や自然生態系

を未来に残すために、人と自然が調和する豊かな自然共生社会づくりが必要です。 

一方で、農業従事者の減少や高齢化が進行しており、農地や山林の適切な維持管理

が困難になりつつあります。棚田・里山の維持・保全に対して、移住者や都市住民な

ど多様な主体の参画を促すととともに、里山が生み出す様々な恵みを再評価し、持続

的な利用を促すことが課題となっています。 

指定文化財のうち、名勝・天然記念物は、国指定が３件（田代の七ツ釜等）、県指定

が３件（赤谷十二社の大ケヤキ等）、市指定が 32件（積翠荘等）あります。それぞれ

が地域の文化や歴史を象徴しており、こうした文化財の保存活動は、持続可能な形で次世

代に継承されるよう努める必要があります。 

 

表３ 十日町市の主な棚田 

地区 名称 所在地 
面積

（ha） 

十日町 

慶地の棚田 東下組 79.3 

池谷・入山の棚田 中条庚、中条丙 17.8 

枯木又の棚田 中条丁 20.6 

三ツ山の棚田 新座乙 14.6 

松代 星峠の棚田 峠 30.0 

図 20 自然公園等の指定状況 
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蒲生の棚田 蒲生 1.6 

儀明の棚田 儀明 1.1 

松代の棚田 松代 10.0 

蓬平の棚田 蓬平 11.3 

小荒戸の棚田 小荒戸 1.9 

菅刈の棚田 菅刈 6.0 

清水の棚田 清水 2.8 

松之山 

布川の棚田群 
松之山下布川、松之山中尾、松之山東川、松之山上
鰕池、松之山下鰕池、松之山五十子平、松之山赤倉、
松之山坪野、松之山東山 

66.9 

留守原の棚田 松之山天水島 1.1 

三桶の棚田 松之山三桶 8.3 

狐塚の棚田 松之山天水越 8.4 

資料：環境衛生課 

 

 

表４ 十日町市の指定文化財（名勝・天然記念物） 

名     称 所 在 地 指定 種   別 

田代の七ツ釜 田代（中里） 国 名勝・天然記念物 

清津峡 小出（中里） 〃 〃 

カモシカ  〃 特別天然記念物 

赤谷十二社の大ケヤキ 赤谷（川西） 県 天然記念物 

小貫諏訪社の大スギ 小貫（十日町） 〃 〃 

角間のねじりスギ 角間（中里） 〃 〃 

積翠荘 吉田山谷（十日町） 市 名勝 

岩見堂 浦田（松之山） 〃 〃 

中手の黒滝 中手（十日町） 〃 〃 

元町諏訪神社の親子スギ 元町（川西） 〃 天然記念物 

海老の牛池 海老（松代） 〃 〃 

松代田沢十二社の大ケヤキ 松代田沢（松代） 〃 〃 

松代田沢十二社の大イチョウ 松代田沢（松代） 〃 〃 

長命寺の大イチョウ 松代（松代） 〃 〃 

寺田の大カエデ 寺田（松代） 〃 〃 

姿箭放神社の大ケヤキ 姿（十日町） 〃 〃 

高龗神社社叢 背戸（十日町） 〃 〃 

ニッポンシロウリガイ化石 松代（松代） 〃 〃 

洞泉寺の大ケヤキ 室野（松代） 〃 〃 
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資料：環境衛生課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）動植物 

室野松苧神社の大スギ 室野（松代） 市 天然記念物 

小谷の大ケヤキ 小谷（松之山） 〃 〃 

大荒戸の庚申夫婦スギ 大荒戸（松之山） 〃 〃 

天水山麓のブナ原生林 天水越（松之山） 〃 〃 

安養寺松尾神社の大スギ 安養寺（十日町） 〃 〃 

安養寺円通庵の三本スギ 安養寺（十日町） 〃 〃 

枯木又竜王社の三本スギ 枯木又（十日町） 〃 〃 

枯木又竜王池 枯木又（十日町） 〃 〃 

渋海川河床の甌穴群 松代田沢（松代） 〃 〃 

藤沢熊野神社の二本スギ 藤沢（川西） 〃 〃 

田戸十二社の二本スギ 田戸（川西） 〃 〃 

白倉のカスミザクラ 小白倉（川西） 〃 〃 

程島 下の行者の大ケヤキ 程島（中里） 〃 〃 

葎沢十二社の大スギ 葎沢（中里） 〃 〃 

重地大池 重地（中里） 〃 〃 

太田島小牧社の大ケヤキ 太田島（十日町） 〃 〃 

名ケ山の鶴沼池 名ケ山（十日町） 〃 〃 

中里地域の魚類化石 西本町１(十日町市博物館) 〃 〃 

川西地域のトロゴンテリゾウ臼歯化石 西本町１(十日町市博物館) 〃 〃 

日本三大峡谷 －清津峡－（中里） 赤谷十二社の大ケヤキ（川西） 
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河川敷や耕作放棄地を中心にセイタカアワダチソウやアレチウリなどが繁茂し、た

め池などではオオクチバスが放流されるなど、外来生物の分布の拡大により、在来生

物の生息・生育環境が悪化してきています。さらに、これまで行われてきた住宅地開

発や河川整備などにより、生物の生息・生育範囲が縮小したため、現在では、環境や

生態系に配慮した施設の整備などを行っています。 

また、以前は身近な田んぼや水路などで多く見られたゲンゴロウやメダカ、ホタル

などが数を減らし、限られた場所にしか生息を確認できなくなってきている生物種も

多くなっています。 
 

3-5 生活環境 

（１）大気 

一般廃棄物焼却場では年１回、ダイオキシン類濃度を測定しています。恒久対策基

準値※資は、排ガス濃度が５、飛灰・焼却灰は３であり、いずれも基準値を下回ってい

ます。飛灰及び焼却灰は、薬剤処理し、最終処分場で埋め立て処分を行っています。 

 

表 5 排ガス、飛灰、焼却灰のダイオキシン類濃度測定結果 

 
※恒久対策基準値  排ガス濃度：5、飛灰・焼却灰：3                                   資料：環境衛生課 

 

（２）水質 

県では、水質汚濁防止法第 15条に基づいて、公共用水域（河川、湖沼、海域）の水

質を監視しています。 

市では、指標としてＡ類型を準用しており、水質の汚れの程度を示す指標である「Ｂ

ＯＤ※資（生物科学的酸素要求量）」の環境基準値は 2.0 mg/ℓであり、いずれの年も環

境基準を達成しています。 

表 6 信濃川（十日町橋）の水質経年変化 

 
資料：環境衛生課 

飛 灰

（ng-TEQ/ｇ）

焼却灰

（ng-TEQ/ｇ）

1 号炉 2 号炉 1・2 号炉 1・2 号炉

H26年度 0.00038 （休止中） 0.58000 0.00360

H27年度 0.01900 0.00033 0.67000 0.01000

H28年度 0.02500 0.43000 1.20000 0.00120

H29年度 0.02100 0.00200 0.80000 0.00050

H30年度 0.07100 0.01100 0.98000 0.00400

R1年度 0.30000 0.01300 1.60000 0.00740

R2年度 0.01300 0.00660 1.10000 0.00004

R3年度 0.26000 0.00680 1.90000 0.00087

R4年度 0.35000 0.00051 1.60000 0.00060

R5年度 0.06800 0.06800 1.20000 0.00750

R6年度 0.10000 0.00048 0.75000 0.00200

測定年度

排ガス

 （ng-TEQ/㎥）

分析項目 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

DO 11 11 11 11 11 10 11 11 11 10

ＳＳ 22 20 100 15 11 70 74 33 17 12

BOD 1.3 1.5 2.0 1.1 1.4 1.8 1.5 1.0 1.4 1.5

※資 

※資 

※資 
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3-6 環境教育・環境学習 

市民・事業者・行政が協働し平成 20（2008）年に創設された「十日町市民環境会議」

は、これまで様々な環境教育活動を実践してきました。環境意識を高めることを目的

に、環境課題やエネルギーに関する講演会を開催するほか、課題解決に向けて市民と

一緒に勉強する各種セミナーや、先進地への視察を実施しています。 

環境フェアは、住民参加型で環境保全に取り組む社会づくりを目指し、環境保全の

重要性を認識するとともに環境問題への意識向上を図ることを目的に開催していま

す。また、こどもエコチャレンジ参加者数は、令和 2（2020）年度をピークに年々減

少しています。 

今後は、市博物館、「森の学校」キョロロ、情報館と地域自治組織など、多様な地域

資源や団体との連携を進め、地域全体で次代を担う青少年の育成を支える必要があり

ます。 

 

表 7 環境教育・環境学習に関連する各種イベント等の参加者数 

 

 

 

 

 

 
 

資料：環境衛生課 

3-7 環境施策の評価                                           

第二次環境基本計画で掲げている施策について、市民アンケート調査結果で捉えた、

市民が「重要と考える施策（重要度）」や「効果があったと思う施策（効果認知度）」

を一覧として示します。 

これら施策は、市民が望んでいる施策と考えられるため、今後も継続して積極的に

取り組みます。特に、下表の赤枠で示した施策については、各環境範囲において市民

が重要と考えている施策となります。 

 

表 8  「重要と考える施策（重要度）」「効果があったと思う施策（効果認知度）」 

環境範囲 施策内容 効果認知度 重要度 

① 自然環境・生物多様性 

良好な自然景観の保全 20% 29% 

自然にふれあう場の提供 20% 33% 

自然の恵みの観光振興への活用 24% 29% 

棚田・里山の維持管理体制の構築 21% 22% 

② 生活環境 

地すべり対策の強化 21% 38% 

治山・治水事業の促進 17% 32% 

ポイ捨てやごみの不法投棄の防止 20% 62% 

ペットマナーの対策強化 25% 21% 

環境美化の推進 23% 37% 

③ 快適環境 

公園・緑地の計画的な整備 18% 53% 

克雪対策の促進 32% 76% 

利雪対策の普及・促進 22% 57% 

街並み景観の整備 15% 24% 

④ 資源の循環・地球環境 廃棄物の減量化の促進 17% 38% 

⑤ 参加行動 環境フェア・講演会の開催 16% 31% 

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

環境フェア・環境講演会等（セミナー、勉強会、先進地視察）参加者数 (人） 2,080 1,255 1,500 1,100 44 21 48 30

緑の少年団組織数 (校） 5 5 5 5 5 5 5 5

環境美化運動参加者数（Ｒ４までは「クリーン作戦等参加者数」） (人） 3,551 3,454 2,852 2,829 306 183 368 368

こどもエコチャレンジ参加者数 (人） － － － 124 208 135 130 45

分析項目
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図 21  「重要と考える施策（重要度）」「効果があったと思う施策（効果認知度）」の散布図 

 

第１章  

すぐれた自然の適切な

保全・管理

貴重な森林環境の保全

良好な自然景観の保全

希少生物の生息・

生育状況の把握

野生鳥獣の保護管理

外来生物の対策の強化

自然にふれあう場の提供

自然の恵みの観光

振興への活用

農地・山林の適切な維持・保全

環境に配慮した

基盤整備の促進

環境保全型農業の推進

棚田・里山の維持管理

体制の構築

環境公害の継続的な監視

環境公害の防止・

抑制の促進

地すべり対策の強化

治山・治水事業の促進

空間放射線量の測定

ポイ捨てやごみの

不法投棄の防止

ペットマナーの対策強化

環境美化の推進

公園・緑地の計画的な整備

生態系に配慮した

川づくりの促進

身近にふれあえる

水辺空間の整備

克雪対策の促進

利雪対策の普及・促進

街並み景観の整備

農村景観の保全・形成

歴史・文化遺産の

保存と活用

再生可能エネルギーの導入促進

廃棄物系バイオマスの活用促進

脱炭素・循環型社会の

構築

省エネルギー機器の導入推進

省エネルギー・省資源化

に対する意識啓発

３Ｒの普及啓発の促進

廃棄物の減量化の促進

温室効果ガス排出削減

対策の推進

森林の二酸化炭素

吸収機能の増進

啓発活動の推進

環境フェア・講演会の開催

市民・事業者の参加促進

市民の自主的

活動の支援

環境教育の推進と支援

地域の環境保全意識の醸成

環境情報の発信力の強化

0.0%

15.0%

30.0%

45.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

【
効
果
認
知
度
】

①自然環境・生物多様性

②生活環境

③快適環境

④資源の循環・地球環境

⑤参加行動

【重要度】

20.0%

15.0%

①自然環境・生物多様性 

②生活環境 

③快適環境 

④資源の循環・地球環境 

⑤参加行動 
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第 2 章  計画の基本的事項 
 

1 計画の位置づけ 

 

本計画は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものであり、

｢第三次十日町市総合計画｣を環境面から推進する部門別計画として位置づけられて

います。 

また、市が実施する関連計画を環境保全等の視点から調整し、整合を図るものです。 

なお、本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく、「地方公共団体実行

計画(区域施策編)」を包含します。 
 

 

 

 

図 22 計画の位置づけ 

  

十日町市

①第六次環境基本計画

②地球温暖化対策計画

③第7次エネルギー基本計画

④生物多様性国家戦略2023～2030 等

関連計画

①環境基本法

②地球温暖化対策の推進に関する法律

③エネルギー政策基本法

④生物多様性基本法・生物多様性国家戦略

⑤循環型社会形成推進基本法
①新潟県環境基本計画 2017-2028

②新潟県地球温暖化対策地域推進計画 2017-2030

③新潟県2050年カーボンゼロの実現に向けた戦略

④新潟県生物多様性地域計画

⑤第３次新潟県資源循環型社会推進計画 等

⚫第五期十日町市地球温暖化対策実行計画

（事務事業編）

⚫十日町市バイオマス 活用推進計画

⚫十日町市農村環境計画

⚫十日町市の環境

環境分野の主な計画

国

関連法令

関連計画

県

十日町市
地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）を包含

第三次十日町市総合計画

整合整合

整合

第三次
十日町市環境基本計画

⚫十日町市ゼロカーボンロードマップ

⚫十日町市まち・ひと・しごと創生総合戦略

⚫十日町市都市計画マスタープラン

⚫第三次十日町市生涯学習推進基本計画

関連計画
整合

・
調整

十日町市住みよい環境づくり条例
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2 計画の対象範囲 

 

本計画で対象とする環境の範囲と内容は、次のとおりです。 

 

範  囲 内  容 

自然環境 

生物多様性 

自然公園・環境保全地域等の自然環境保全に係る地域指定、 

生物多様性（植物、動物）、棚田・里山（山林・農地）、ネイチャーポジ

ティブ（自然再興） 

生活環境 

快適環境 

大気、水質、騒音・振動、悪臭、土壌・地下水、地盤沈下、地形・地質、 

放射性物質（放射能）、環境美化 

水辺環境、克雪・利雪、景観、歴史・文化財 

地球環境 

エネルギー 

資源循環 

再生可能エネルギー、省エネルギー、地球温暖化、一般廃棄物、産業廃

棄物、循環共生型社会 

参加行動 市民意識、事業者意識、市民参加・行動、環境教育、情報発信 

 

 

3 計画の対象地域 

本計画の対象地域は、十日町市の全域を対象とします。 
 

 

4 計画の期間 

  

本計画の期間は、令和８（2026）年度を初年度とし、令和 17（2035）年度までの 10

年間とします。ただし、社会情勢の変化や新たな環境問題などに対応するため、５年

程度を目途に必要な見直しを行います。 
 

年度 

令和 

８年 

(2026) 

令和 

９年 

(2027) 

令和

10 年 

(2028) 

令和

11 年 

(2029) 

令和

12 年 

(2030) 

令和

13 年 

(2031) 

令和

14 年 

(2032) 

令和

15 年 

(2033) 

令和

16 年 

(2034) 

令和

17 年 

(2035) 

令和

18 年 

(2036) 

令和 

19 年 

(2037) 

環境

基本

計画 

            

   

 

第三次十日町市環境基本計画 
第四次 

環境計画 

  策定 中間検証 
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第３章  「目指す環境像」と「実現するための施策体系」 
 

1 目指す環境像 

 

地球環境や自然環境を守り、資源循環や生活環境を改善し、持続可能な社会を次の

世代につなぐためには、私たち一人ひとりが自らの活動と環境とのかかわりを意識し、

行動することが必要です。 

 

そのため、市民・事業者・行政が、環境の保全等に対する意識を高め、それぞれの

役割と責任の中で連携・協働し、よりよいまちを築いていくというこれまでの考え方

を継承します。 

 

また、本計画が｢第三次十日町市総合計画｣を環境面から推進する部門別計画として

位置づけられていることを鑑み、「目指す環境像」は、｢第三次十日町市総合計画｣の

政策目標である【環境にやさしく自然と調和するまち】とし、その実現に向けて取り

組みます。 

 

「目指す環境像」 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境にやさしく自然と調和するまち 

ブナの群生林 －美人林－（松之山） 
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2 基本方針 

 

「目指す環境像」の実現を図るため、同様に｢第三次十日町市総合計画｣に掲げら

れる２つの施策をベースとして、「３つの基本方針」のもと施策を展開します。 

 

基本方針Ⅰ ゼロカーボンシティ・資源循環型社会の推進 

地球環境 

エネルギー 

資源循環 

地球温暖化の原因となっている温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ゼロカ

ーボンシティ※資」実現を目指し、エネルギー施策をはじめとする地球温暖化防止の

ための取り組みを推進します。 

また、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から、最適生産・最適消費・最少

廃棄の「循環型社会」への変革を目指し、３Ｒ※資の推進と適正処理に取り組むとと

もに、資源を大切に使い切る意識と行動を促します。 

なお、本方針に基づく取り組みは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく

「地方公共団体実行計画(区域施策編）」に相当する計画として位置付けます。 
 

【基本方針の展開] 
◆温室効果ガスの排出量削減         ◆森林の整備・保全 
◆再生可能エネルギーの地産地消※資     ◆ごみ減量・再資源化の推進 
◆持続可能なごみ処理体制の整備 
 

基本方針Ⅱ 自然環境の保全と気候変動への対応 
自然環境 

生物多様性 

生活環境 

快適環境 

水や緑、生きものを身近に感じ、心豊かな生活が送れるように、生物多様性の保

全と持続可能な利用を図ります。 

また、都市と自然が調和した快適な生活環境を維持していくため、大気・水・土

壌環境等の保全や騒音・振動等への対応に努めるとともに、環境美化の向上に取り

組みます。 

さらに、気候変動の影響を回避・軽減するための適応策※資を推進します。 
 
【基本方針の展開]                                         
◆自然環境・里地里山の保全       ◆生物多様性保全の推進 
◆快適な生活環境の確保          ◆水資源の確保と有効活用 
◆河川環境の整備と利活用         ◆気候変動への対応 
 

基本方針Ⅲ 一人ひとりが環境保全に取り組む社会づくり 参加行動 

市民・事業者・行政それぞれが、環境保全の必要性と自らの役割を自覚し、自主

的・積極的に行動する社会を目指します。 

なお、本方針は、すべての分野の土台として、上記Ⅰ～Ⅱの方針に基づく取り組

みを下支えします。 
 
【基本方針の展開]                              
◆環境教育の推進              ◆環境美化・保全活動の推進 
◆青少年・家庭教育・個人学習への支援 
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3 施策体系 

 

表９ 施策体系一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※十日町市地球温暖化対策実行計画「区域施策編」

※資 

施策
施策
番号

環境範囲基本方針の展開
基本
方針

環境像

省エネルギーやGXの推進※1
地球環境❶温室効果ガスの排

出量削減

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
・資
源
循
環
型
社
会
の
推
進

環
境
に
や
さ
し
く
自
然
と
調
和
す
る
ま
ち

森林整備による二酸化炭素吸収の促進※2❷森林の整備・保全

住宅エネルギーの普及※3
エネルギー

❸再生可能エネル
ギーの地産地消 自然エネルギーの更なる利活用※4

蓄電池や新技術等の導入検討5

不用食器回収などによる３Rの推進※6
資源循環

❹ごみ減量・再資源
化の推進

食品ロスの抑制※7

ごみ処理体制の一層の効率化8
❺持続可能なごみ処
理体制の整備

里地里山の景観や棚田等の保全の推進9
自然環境・
生物多様性❻自然環境・里地里

山の保全

自
然
環
境
の
保
全
と
気
候
変
動
へ
の
対
応

良好な自然環境の保全の推進10

生物多様性の大切さを学ぶ機会の促進※11
❼生物多様性保全の
推進

環境公害の防止・監視12
生活環境

❽快適な生活環境の
確保

ペットマナーの対策強化13

水辺空間の快適な利用14
快適環境
（水環境）

❾水資源の確保と有
効活用

生物多様性に配慮した河川環境の整備15
❿河川環境の整備と
利活用

河川環境を活用したイベント支援16

熱中症予防啓発の推進17
快適環境
（熱中症対策）

⓫気候変動への対応

３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進※18参加行動

⓬環境教育の推進
一
人
ひ
と
り
が
環
境
保
全
に
取
り
組
む

社
会
づ
く
り

デコ活の推進※19

エコモビリティの推進※20

環境美化・保全活動の支援※21
⓭環境美化・保全活
動の推進

ごみ減量に向けた啓発活動※22

「森の学校」キョロロを活用した自然体験や探究活動の機会提供23
⓮青少年・家庭教育・
個人学習への支援

木育の推進と林業の普及啓発24
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第４章  施策の展開 
 

基本方針Ⅰ ゼロカーボンシティ・資源循環型社会の推進 

 

1-1 これまでの取り組みと課題 

■これまでの取り組み 

（１）再生可能エネルギーの導入 

・「十日町市バイオマス産業都市構想」を策定し、「１.木質燃料の利用拡大」「２.使

用済み紙おむつの燃料化」「３.きのこ廃菌床の燃料化と肥料化」「４.廃棄物系バ

イオガス発電」「５.もみ殻の燃料化と肥料化」「６.廃食用油のバイオディーゼル

燃料化拡大」の６つのプロジェクトを実施しました。 

・市民や事業者に、太陽光発電設備や木質バイオマスストーブ等の再生可能エネル

ギー利用設備の導入促進に向け、設置費用の補助をしています。 

・市役所本庁舎や小学校など、太陽光発電設備やペレットボイラー等、公共施設へ

の再生可能エネルギー設備導入を行いました。 

・民間事業者による地熱利用の発電としては県内初の「松之山温泉地熱バイナリー

発電所」の稼働や、「木質バイオマス発電所」が建設されるなど、再生可能エネル

ギーの創出に結びついています。 

 

（２）省エネルギー・省資源化の推進 

・ものづくり企業等ＬＥＤ設置促進支援事業補助金により、事業所へのＬＥＤ導入を

推進しています。また、庁舎等のＬＥＤ照明化、省エネエアコン更新により事務事

業における CO2排出量の削減に取り組んでいます。 

・公用車に低公害車として、ハイブリッド車等を導入しています。 

 

（３）ごみ減量化・リサイクルの推進 

○ごみの減量化 

・「十日町市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき、ごみの減量と再資源化

を促進するため、資源ごみの分別収集の徹底を図っています。 

・ごみの減少化を促進するため、令和6（2024）年度に一般廃棄物処理手数料を見直

しました。また、収集プラスチック類の拡充や、不用食器等の無料回収品目を増

やすなど、資源の再利用促進と分別意識の向上に取り組んでいます。 

・令和4年度に完成した十日町市海老最終処分では、クローズド型処分場として、埋

立容量34,000㎥、埋立期間15年間を予定し、環境に配慮し、安全で安定した処理

が行われています。 

 

○リサイクルの推進 

・川西有機センターでは、回収された生ごみから堆肥を製造・販売しています。 

・最終処分場の延命化のため、埋立てごみを分別し、再資源化を図っています。 

・プラスチックごみ削減と再生資源活用のために「使用済みハブラシ回収事業」と

して、LION株式会社とテラサイクルジャパン合同会社が協働運営している「ハブ

ラシ・リサイクルプログラム」に令和３（2021）年度から参加しています。 

 

（４）地球温暖化対策の推進 

・「十日町市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）・（事務事業編）」や「十日町市ゼ

ロカーボンロードマップ」で定めた温室効果ガスの削減目標に基づき、再生可能エ

ネルギーの導入促進、省エネルギー化等を推進しています。 
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■第二次環境基本計画の数値目標の達成状況 

○「環境負荷をかけない低炭素・循環型社会づくり」に向けた取り組み 

項 目 

基準値 

平成27年度 

(2015年度) 

目標値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和６年度 

(2024年度) 

再生可能エネルギー

の創出量 

5,421 

ﾒｶﾞﾜｯﾄ/年 

20,000 

ﾒｶﾞﾜｯﾄ/年 

9,892 

ﾒｶﾞﾜｯﾄ/年 

36,551 

ﾒｶﾞﾜｯﾄ/年 

一般廃棄物の再資源

化率 
20.4％ 26.0％ 19.6％ 19.9％ 

一般廃棄物（ごみ） 

排出量 
20,502ｔ/年 17,290ｔ/年 17,193ｔ/年 15,258t/年 

温室効果ガス排出量

（市内全域） 
333.6千 t-CO2 256.7千 t-CO2 226.8千 t-CO2 

190.2 千 t-CO2 
(令和4年度実績値) 

・再生可能エネルギー活用促進費補助事業によって、再生可能エネルギーの創出量は

増加傾向にあります。 

・一般廃棄物再資源化率、一般廃棄物（ごみ）排出量は、燃やすごみの受入れ見直し

などによって、減少傾向にあります。 

・温室効果ガス排出量（市内全域）は、排出量が大きく減少しています。 

 

■課題 

・市全体の二酸化炭素排出量の削減は進んできましたが、部門別エネルギー消費量で

見ると、運輸部門の削減は、あまり進んでいないといった課題があります。 

・ごみの減量化や資源の循環利用は、単に資源を守るだけでなく、ごみ処理や生産段階

での CO2排出抑制に直結するため、廃棄物処理と３Ｒ※資（リデュース・リユース・リ

サイクル）の取り組みを推進していく必要があります。 

・市民アンケート結果によると、地球温暖化防止のために市に対して期待しているこ

ととして、「ごみの減量化・リサイクルを推進する」が 65％と最も多くの回答を集め

ました。 

 

1-2 令和 17（2035）年に目指す姿 

国は、地球温暖化対策計画の中で、脱炭素化も見据えて「令和 32(2050)年までに温

室効果ガス排出量実質ゼロ」を掲げています。 

市は、長期的に令和 32（2050）年の温室効果ガス排出量の実質ゼロを見据えた上で、

基準年度を国に合わせた平成 25(2013)年度とし、削減目標は、国目標と同様に、「令

和 12(2030)年度に平成 25(2013)年度比で 46％削減」、「令和 17(2035)年度に 60％削

減」を目標として掲げ、取り組みを推進します。 

目標達成には、市民や事業者、関連する市民団体の協力が必要であり、環境に配慮

する意識や行動が重要なことから、啓発活動等を推進します。 
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1-3 基本方針の達成状況を図るための成果指標 

長期的な展望を踏まえ、令和 12（2030）年度の中間目標値として、基準年度[平成

25（2013）年度]比で温室効果ガス排出量 46％削減、令和 17（2035）年度の最終目標

値として、60％削減を掲げ、目標達成に向けた取り組みを進めます。 

また、下図に示すように、令和 12（2030）年度の中間目標値、令和 17（2035）年度

の最終目標値ともに、国の「地球温暖化対策計画」等を踏まえた取り組みにより、目

標値の達成が可能となることが想定されます。 

なお、現時点では、国が最終目標として掲げる令和 32（2050）年までに温室効果ガ

ス排出量を実質ゼロ（2050年カーボン・ニュートラル）とするための、令和 22年（2040）

年～令和 32（2050）年にかけての具体的な施策や数値目標は示されていません。従っ

て、令和 22 年（2040）年～令和 32（2050）年の将来を見据え、「2050 年カーボンニ

ュートラル」の実現を目指した取り組みを積極的に推進することが望まれます。 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 温室効果ガスの削減目標（BAU※資推計+国施策考慮） 
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1-4 施策の展開 

 

❶温室効果ガスの排出量削減 

 

地球温暖化防止のため「省エネルギーやＧＸ※資の推進」に取り組みます。 
 

■施策１ 省エネルギーや GX の推進 

脱炭素社会の構築に向けた取り組みとして、エネルギー消費量の削減に努めます。 

市では、これまで、省エネ・省資源の取り組みの普及啓発に努めるとともに、環境

に配慮した設備・機器等の導入に努めてきました。 

引き続き、市民一人ひとりの省エネ行動を促すと共に、新しい技術で開発される設

備機器や、省エネ設備機器等の導入・検討を進めます。 

 

 
 

単位：千 t-CO2 

数値目標 

基準値 

平成 25 年度 

(2013 年度) 

現状値 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

中間目標値 

令和 12 年度

(2030 年度) 

最終目標値 

令和 17 年度 

(2035 年度) 

温室効果ガスの 

排出量削減 
333.6 

190.2 

(△43.0％) 

180.１ 

(△46.0％) 

133.5 

(△60.0％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［具体的な取り組み］ 
・LED 化の推進 

・エコカー（プラグインハイブリット⾞等）の導入 

・省エネ機器等の導入 

・エネルギー使用量の把握 

・省エネ関連情報(省エネ家電、補助金等)の発信 

など 
 

大河 信濃川 
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❷森林の整備・保全   

 

豊富な森林資源の多様な活用や循環利用を促進するため、「森林整備による二酸化炭

素吸収の促進」などに取り組みます。 
 

■施策 2 森林整備による二酸化炭素吸収の促進 

市では、豊富な森林資源の循環利用を促進するため、過去 10 年間で合計 330 ヘク

タールの森林整備を行ってきました。また、林業を取り巻く環境は大きく変化し、温

室効果ガスの排出削減目標達成に向けた財源として、森林環境譲与税の活用が始まり

ました。 

また、令和元（2019）年からの７年間で合計 1,348トンの二酸化炭素吸収量を森林

クレジット※資として発行してきました。 

引き続き、市有林・市行造林の将来的な主伐・再造林を見据えた計画的整備を進め

るとともに、積極的に私有林整備を推進します。 

 

 
 

 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

市有林・市行造林及び森林経営管理制度※資

による私有林の整備面積 
69.7ha/年 75.0ha/年 

 

 

 

 

 

  

［具体的な取り組み］ 
・市有林・市行造林の将来的な主伐・再造林の計画的整備 

・森林経営管理制度による私有林整備の推進 

・森林クレジットの創出 

など 
 

森林環境譲与税を活用した森林整備 



 

31 

第 4章 施策の展開 

第
４
章 

➌再生可能エネルギーの地産地消  

 

再生可能エネルギーの地産地消を推進するため、「住宅エネルギーの普及（ZEH※資含

む）」啓発や「自然エネルギーの更なる利活用（小水力発電・雪冷熱利用含む）」「蓄電池

や新技術等の導入検討」などの取り組みを推進します。 
 

■施策 3 住宅エネルギーの普及 

市では、「再生可能エネルギー活用促進費補助金」により、太陽光発電や定置用蓄電

池設備の設置等の支援に取り組んできました。また、「新潟県雪国型 ZEH推進協議会」

と連携して、省エネルギーの加速化を進めます。 

 

 
 

 

■施策 4 自然エネルギーの更なる利活用（小水力発電・雪冷熱利用を含む） 

市では、公共施設への太陽光発電システムの導入や、再生可能エネルギー活用促進

事業により、再エネ発電設備の設置支援に取り組んできました。 

引き続き、これまでに導入した設備・機器による効率的なエネルギーの活用や、小

水力発電・雪室などの雪冷熱の利用施策について、実証・研究を検討します。 

 

 
 

 

十日町市 

ゼロカーボンロードマップ 

 

～あなたでなければ誰が？ 今でなければいつ？～ 

地球の鼓動を未来へ繋ぐために 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［具体的な取り組み］ 
・ZEH 化の普及啓発（県補助含む） 

・省エネ家電等買換え支援 

など 
 

［具体的な取り組み］ 
・各種再生可能エネルギー設備の導入 

・公共施設における再生可能エネルギーの活用 

・再生可能エネルギー利用に関する情報の発信 

など 
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■施策 5 蓄電池や新技術等の導入検討 

市内の民間事業者では、県内初となる「松之山温泉地熱バイナリー発電所」や「木

質バイオマス発電所」など、注目度の高い事業が進められています。 

新技術の導入や蓄電池の活用を検討するなど、再生可能エネルギーの地産地消を推

進します。 

 

 
 

 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

再生可能エネルギー活用促進補助件数 490 件 670 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［具体的な取り組み］ 
・再生可能エネルギー活用促進補助事業等の推進 

・新技術導入可能性の検討 

など 
 

ペレット燃料によるストーブ 松之山温泉地熱バイナリー発電所 

太陽光発電式の駐輪場（市内事業者） 太陽光発電設備（市役所本庁舎） 
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❹ごみ減量・再資源化の推進 

 

ごみ排出量の削減を推進するため、不用食器回収などによる３Ｒ※資の取り組みや、食

品ロスの抑制（生ごみリサイクル）の取り組みを推進します。 
 

■施策 6 不用食器回収などによる３R の推進 

市では、収集プラスチック類の拡充や不用食器等の無料回収品目を増やすなど、資

源の再利用促進と分別意識の向上に取り組んできました。 

引き続き、ごみ排出量の削減に資するため、継続的なごみ減量と資源の有効活用に

取り組みます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策 7 食品ロスの抑制 

市では、食品ロス削減啓発ポスターを作成し、飲食店や食料品店で活用を呼びかけ

ています。また、「今すぐできる 5つの心得」（買いすぎない、作りすぎない、むきす

ぎない、捨てすぎない、てまえどり）を広報し、意識向上に取り組んでいます。 

今後は、引き続き、「今すぐできる 5つの心得」や「30・10（さんまる・いちまる）

運動※資」の啓発活動等を推進します。 

 

 
 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

一般廃棄物の再資源化率 19.9％ 22.0％ 

［具体的な取り組み］ 
・３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 

・継続的なごみ減量と資源の有効活用に向けた情報発信・啓発活動 

など 
 

［具体的な取り組み］ 
・食べきりサイズの活用など、家庭で実践できる取り組み啓発 

・フードバンク活動を行う団体・企業との連携 

など 

 
 

不用となった食器のほか、「カバン」や 

「靴」「ぬいぐるみ」も回収します 中学校での歯ブラシ回収の様子 

食品ロス削減啓発ポスター 
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持続可能な資源循環型社会の形成のため、収集事業者等との連携を図りながら、ごみ

処理体制の一層の効率化を推進します。 
 

■施策 8 ごみ処理体制の一層の効率化 

市では、令和４（2022）年度に完成した十日町市海老最終処分場では、環境に配慮

し、安全で安定したごみ処理が行われています。一方、十日町市エコクリーンセンタ

ーは、計画的な修繕により安定稼働していますが、建設から 30 年以上が経過し、老

朽化が進んでいます。 

引き続き、循環型社会に資するため、人口減少に伴うごみの減少を見据え、広域的

な連携や施設の改築・更新について検討します。 

 

 
 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

一般廃棄物（ごみ）の排出量 15,258ｔ 11,618ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

❺持続可能なごみ処理体制の整備 

［具体的な取り組み］ 
・AI を活用した収集ルートの最適化 

・分別の徹底、共同回収・リサイクルの推進 

・コンポストの利活用 

・エコクリーンセンターの改築・更新の検討 

など 
 

十日町市エコクリーンセンター 
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基本方針Ⅱ 自然環境の保全と気候変動への対応 

 

2-1 これまでの取り組みと課題 

■これまでの取り組み 

（１）自然環境の保全 

・美人林に代表されるブナの群生林をはじめ、多雪地に特徴的な動植物が生息する松

代・松之山地域は、国の「重要里地里山」に指定されています。 

・豊富な森林資源の循環利用を促進するため、過去 10 年間で合計 330 ヘクタールの

森林整備を行ってきました。 

・林業を取り巻く環境は大きく変化し、温室効果ガスの排出削減目標達成に向けた財

源として、森林環境譲与税の活用が始まりました。 

 

（２）棚田・里地里山の保全 

・里山に点在する棚田は、農地を守り続けてきた先人や、棚田に魅力を感じて移住し

てきた人々の活躍により、国の「つなぐ棚田遺産」に全国最多 14 地区が認定され

ました。 

・環境省は、な命を育む豊かな里地里山を、次世代に残していくべき環境の一つと位

置づけ、「生物多様性保全上重要な里地里山」を選定しており、市では、「キョロロ

の森」と「松代・松之山地域」が選定されています。 

・松代地域では、棚田を保全・再生する取り組みとして「まつだい棚田バンク」を立

ち上げ、都市住民などが地元農家と協働で田植えや稲刈り、草刈り作業を行うなど、

ボランティア参加で里山保全に取り組んでいます。 

 

（３）生物多様性の推進 

・市内では、雪の影響を強く受けた里山が広がり、多様な環境に多くの動植物を見る

ことができます。 

・一方、人間活動によるオーバーユース、人口減少によるアンダーユース（管理不足）

により、生息地の減少や地域個体群の絶滅など、生物多様性は失われつつあります。 

・近年は、地域外から人間の手で持ち込まれた外来種の影響が懸念されています。 

 

（４）快適な生活環境の創出 

・「大気環境」「地盤環境」「水環境」「騒音・振動」「悪臭」「放射性物質（放射能）」に

ついて、各種調査を実施し、生活環境面の防止・監視に取り組んでいます。 

・熱中症特別警戒アラートが発表された場合には、暑さから身を守れる場所への避難

が大切なことから、令和６（2024）年７月に、「指定暑熱避難施設（クーリングシェ

ルター）」として、31施設を指定しました。 

・熱中症対策の更なる強化策として、警戒アラートが発表されなくとも冷涼な場所で

無料休憩ができる「とおかまち涼み処」の取り組みを令和６（2024）年８月から開

始し、28事業所を指定しました。 

 

（５）水辺環境の整備 

・信濃川中流域では西大滝ダムや宮中取水ダムにより河川流量の少ない減水区間とな

っていましたが、信濃川中流域水環境改善検討協議会が設置され、モニタリング調

査などを行い、現在は維持流量が確保され、魚類等の生息や河川環境の改善が図ら

れつつあります。また、清津川においても維持流量の改善が図られています。 

・河川環境の向上や水辺空間の適正管理により、信濃川では桜堤の形成や、バーベキ

ューやキャンプ、ラフティングを楽しむ市民で賑わっており、清津川では「さかな

まつり」や「川っぺり音楽祭」等のイベントにより、多くの交流が生まれています。 
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■第二次環境基本計画の数値目標の達成状況 

１．「人と自然が調和する緑豊かな自然共生社会づくり」に向けた取り組み 

項 目 

基準値 

平成27年度 

(2015年度) 

目標値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和６年度 
(2024年度) 

中山間地域等直接支払制度

急傾斜面積 
1,960 ha 2,000 ha 1,743 ha 1,737ha 

多面的機能支払交付金事業

実施組織と対象面積 

52組織 

2,348 ha 

100組織 

4,000 ha 

96組織 

3,775 ha 

99組織 

3,917ha 

森林の間伐実施面積 16 ha 60 ha 33 ha 51ha 

エコファーマー認定者数 241戸 250戸 173戸 19戸 

認定農業者数 463人 600人 490人 466人 

・中山間地域等直接支払制度急傾斜面積は、営農者の高齢化等により、取り組みを辞めた

組織があり減少しました。 

・多面的機能支払交付金事業実施組織と対象面積は、活動組織が増加しました。 

・森林の間伐実施面積は、市有林・市行造林整備及び森林経営管理制度による間伐整備が

進み、増加傾向にあります。 

 

２．「安心して暮らせる生活環境づくり」に向けた取り組み 

・水洗化率は、整備が順調に進められています。 

・公害苦情処理件数は、チラシの配布や、市報並びに防災行政無線の活用など、各種媒体

を通じて行った注意喚起の結果、減少傾向にあります。 

 

３．「心豊かな暮らしと文化を育む快適環境づくり」に向けた取り組み 

・消雪パイプ整備延長などは、整備が順調に進んでいます。 

・利雪・親雪イベントの来場者数は、コロナ禍をはさんで大きく変化しましたが、近年の

来場者数は増加傾向にあります。 

 

 

項 目 

基準値 

平成27年度 

(2015年度) 

目標値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和６年度 

(2024年度) 

水洗化率 91.6 ％ 94.0 ％ 95.0 ％ 95.0 ％ 

公害苦情処理件数 50件 50件 89件 45件 

項 目 

基準値 

平成27年度 

(2015年度) 

目標値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和６年度 

(2024年度) 

親水公園などの水辺整備箇

所数 
８箇所 ８箇所 ９箇所 ８箇所 

消雪パイプ整備延長 78.1 km 81.7 km 85.0 km 85.1km 

流雪溝整備延長（十日町市

街地・川治地区・川西地域） 
79.1 km 87.7 km 89.5 km 92.6 km 

消雪パイプ用節水タイマー

の設置 
５箇所 20箇所 21箇所 47箇所 

利雪・親雪イベントの来場

者数 
303,280人 310,000人 0人 76,550人 
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■課題 

・雪や森、農の営みがもたらす豊かな自然や市民が大事に思う棚田等の景観を未来に 

引き継ぐことが重要です。 

・市民への正しい知識を広める環境教育によって、生物多様性の保全が必要です。 

・災害級の高温となる気候状況が想定されることから、熱中症対策を継続的に進める必

要があります。 

・棚田バンクについては、引き続き都市住民の参加を促す必要があります。 

 

2-2 令和 17（2035）年に目指す姿 

 

自然環境・棚田・里山環境・水辺環境の各環境空間が有機的なネットワークでつな

がる、人と多様な生きものが暮らす豊かなまちの形成を目指します。 

そのため、市民や事業者が地域環境に係る活動に積極的に参画し、多様な主体によ

って環境保全の取り組みが行われる社会を実現します。 

また、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染といった生活や健康にかかるリスクが十分に

低減され、人と生きものに優しく、健康で安全な暮らしを実現します。 

 

2-3 施策の展開 

❻自然環境・里地里山の保全 

 

自然環境・里地里山にやさしい地域づくりに向け、市民が大切にする自然景観及び棚

田等の保全や良好な自然環境の保全を推進します。 
 

■施策 9 里地里山の景観や棚田等の保全の推進（水源かん養※資の促進を含む） 

市では、多面的機能支払交付金事業や、県が募集・支援活動を行う棚田みらい応援

団の取り組みにより、農業・農村の農地保全や水源かん養、景観形成のため、環境整

備などの活動を支援してきました。 

引き続き、農業者や地域住民による共同活動を支援し、里地里山の景観や棚田等の

保全を推進します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

［具体的な取り組み］ 
・多面的機能支払交付金事業を活用した里山の景観保全の推進 

・中山間地域等直接支払交付金を活用した棚田の保全 

・棚田みらい応援団の取り組みによる地域団体等の支援 

・地域住民やボランティアによる整備・保全活動の推進 

・稲作体験や収穫祭などのイベントによる環境教育の推進 

・水源かん養の促進 

など 
 

棚田みらい応援団の取り組み 地域で守り継ぐ 古道「松之山街道」 
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■施策 10 良好な自然環境の保全の推進（廃棄物投棄の防止、保護地域の監視） 

市では、廃棄物投棄の対策として、啓発看板・監視カメラの設置や、道路等の環境

美化ボランティア支援事業などにより環境保全意識の醸成を図ってきました。 

引き続き、啓発看板や監視カメラの設置やボランティア団体等への支援により良好

な自然環境の保全を推進します。 

 

 
 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

中山間地域等直接支払交付金事業対象面積 2,339ha 2,340ha 

 

 

❼生物多様性保全の推進                                                                                  

 

美人林に代表されるブナの群生林をはじめ、雪や森、農の営みがもたらす豊かな自然

を未来に引き継ぐため、生物多様性の大切さを学ぶ機会を促進します。 
 

■施策 11 生物多様性の大切さを学ぶ機会の促進 

市では、市民の環境意識を高めることを目的に、「森の学校」キョロロを拠点とし

た探鳥会や、植物・昆虫・水生生物などの観察会を開催しています。 

引き続き、里山学会等のセミナーにより、生物多様性の大切さを学べる自然体験

活動や各種環境イベントの機会を増やしながら、生物多様性の保全を促進します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

［具体的な取り組み］ 
・廃棄物投棄の防止の推進 

・希少動植物の保全のための環境整備やモニタリング調査 

・地域住民やボランティアによる整備・保全活動の推進 

・自然観察会、環境学習イベントの開催 

など 
 

［具体的な取り組み］ 
・学校での自然体験活動、地域と連携した長期宿泊体験活動 

・自然観察会や生き物調査 

・環境学習イベントの開催 

・探鳥会、自然観察会、里山学会等セミナーの開催 

など 
 

自然観察会 

（キョロロの森） 

講演「十日町市の生物多様性」 

（環境フェア） 
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❽快適な生活環境の確保  

 

誰もが暮らしやすい快適な生活環境を維持・創出するため、「環境公害の防止・監視」

や「ペットマナー※資対策」などの取り組みを強化します。 
 

■施策 12 環境公害の防止・監視 

市では、環境騒音及び自動車騒音の測定、養豚場の臭気・排水など各種環境調査を

毎年実施し、継続的な監視・指導など行っています。 

引き続き、騒音、悪臭、油漏れ事故等の環境公害を未然に防止するため、事業者等

と協力し、環境保全協定の締結などを推進します。 

 

 
 

■施策 13 ペットマナーの対策強化 

市では、ペットの糞尿の放置で困っている自治会等に対し、注意喚起看板の配布や、

適正な飼育について、町内回覧等でのペットマナーの徹底を呼びかけています。 

引き続き、飼養犬・猫等のマナーや災害時のペット同行避難について、保健所や動

物愛護協会等と連携した啓発活動を推進します。 

 

 
 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

公害苦情処理件数 45 件 30 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［具体的な取り組み］ 
・環境公害の継続的な監視（騒音・悪臭公害防止・抑制など） 

・公害の未然防止・啓発、注意喚起の推進 

・環境保全協定の継続、推進 

など 
 

［具体的な取り組み］ 
・保健所や動物愛護協会等と連携した啓発活動の推進 

・ペットマナーの対策強化の推進 

・ペット同行避難のためのそなえの啓発 

など 
 

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に

より一部の場合を除き、原則禁止されています。 

地面を掘って

ごみ焼却 

ドラム缶での

ごみ焼却 

油漏れ事故を起こした場合は、

速やかな処置が必要です。 

ホームタンクからの

灯油流出事故 

車両事故に

よる油漏れ 

消防・警察・行政で連携し、 

対応しています 
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❾水資源の確保と有効活用 

 

長期的に安定した水資源の利活用を図るため、適正な地下水利用と水源かん養※資に取

り組みます。 

 

■施策 14 水辺空間の快適な利用 

市では、市内の 24河川 28地点で水質汚濁状況を毎年継続して測定しています。以

前は、水質汚濁の主な原因は工場排水でしたが、企業の公害防止設備の整備や充実に

より改善されてきています。 

引き続き、継続的に地下水観測を実施し、渇水時における水源確保や地下水位低下

による機能不全の防止、また、水源かん養を促進、河川水の再利用、老朽化した取水

施設の改修などを推進します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❿河川環境の整備と利活用 

 

河川環境の保全を進めるとともに、レジャーやイベントなどによる水辺の活用を推進

し、快適で賑わいのある水辺空間の創出を目指します。 

 

■施策 15 生物多様性に配慮した河川環境の整備 

市街地では、大雪時に地下水位が低下し消雪パイプが機能不全となることがあるた

め、地下水の適正利用や節水対策を継続する必要があります。また、生物多様性に配

慮した山林や農地の保全による水源かん養を促進する必要があります。 

 

 
  

［具体的な取り組み］ 
・調整池、ダム、遊水池の適正な活用 

・用水路の適正管理 

など 
 

［具体的な取り組み］ 
・生物多様性に配慮した河川環境の保全活動 

など 
 

留山ダム（松之山） 清津川の河岸段丘（中里） 
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■施策 16 河川環境を活用したイベント支援 

市では、水辺空間の環境維持により、信濃川ではバーベキューやキャンプ、ラフテ

ィングなど楽しむ市民で賑わい、清津川では「さかなまつり」や「川っぺり音楽祭」

などのイベントにより多くの交流が生まれています。今後も河川環境の維持や保全活

動を継続し、水辺空間の利活用を推進する必要があります。 

  

 
 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

水辺空間の利用者数 14,141 人 16,000 人 

 

 

⓫気候変動への対応 

  

近年の気温上昇により熱中症搬送者数が増加していることから、熱中症予防について

の啓発を推進します。 

 

■施策 17 熱中症予防啓発の推進 

市では、熱中症搬送者が増加していることから、公共施設を「クーリングシェルタ

ー」として指定し、市民が暑さを避けられる環境を整備しています。また、市内事業

者の協力を得ながら、気軽に涼める場所を提供する「とおかまち涼み処」を指定し、

熱中症対策を行っています。 

引き続き、市報等による熱中症予防啓発の推進とともに、猛暑時を想定したクーリ

ングシェルターや事業者、関係機関との協力による暑熱対策を推進します。 

 

 
 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

「とおかまち涼み処」の指定事業所数 28 事業所 40 事業所 

 

 

［具体的な取り組み］ 
・河川環境を活用したイベント支援 

・サケ稚魚放流活動支援 

など 
 

［具体的な取り組み］ 
・防災行政無線や広報紙、ホームページでの注意喚起 

・チラシやポスターの配布、学校や高齢者施設での熱中症予防セミナーの開催 

・「クーリングシェルター」や「とおかまち涼み処」の設置 

など 
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基本方針Ⅲ 一人ひとりが環境保全に取り組む社会づくり 

 

3-1 これまでの取り組みと課題 

■これまでの取り組み 

 

（１）環境保全に対する意識啓発 

・市報やホームページを活用して、環境関連情報を定期的に発信しています。 

・十日町市民環境会議と協働し、住民・事業者の参加型で環境保全に取り組む社会づ

くりを目指して、環境フェアや環境講演会・セミナー、視察等を実施しています。 

・十日町市民環境会議は、子ども世代への環境教育・学習の支援を通じた地域づくり

の活動が評価され、令和５（2023）年に新潟県環境賞【環境教育・学習部門】を受

賞しました。 

 

（２）環境保全に対する市民・事業者・行政の協働 

・市民協働の事業として、市は、自主的に環境美化に取り組む市民団体の活動支援

のほか、不法投棄禁止看板の配布、ごみ集積庫設置補助などを行っています。 

・事業者との協働では、事業活動に伴う公害を防止し、市民の健康保護と生活環境

の保全を図ることを目的として、「環境保全協定」を締結しています。 

 

（３）「森の学校」キョロロの活用 

・「森の学校」キョロロでは、雪に育まれた十日町市の里山（雪里）の生物多様性や

その恵みを活かした伝統文化などを展示するとともに、自然体験プログラムを実

施しています。 

・隣接する約 80 ヘクタールの「キョロロの森」には、ブナ林、スギ林、草地や水辺

など里山の自然が広がり、調査研究の観察フィールドや様々な自然体験活動の会

場として活用されています。 

・学芸員や研究員が、市民や研究機関等と協働で調査研究を実施し、その成果を企

画展や各種講演会等で発表しているほか、集落が行う棚田保全活動での生物調査

など、環境保全活動や地域振興の取り組みにも協力し、地域の自然環境を活かし

た中山間地の地域づくりのモデルとしても注目されています。 

・SDGs※資などの社会的課題へのアプローチとして、生物多様性など里山の自然環境

の特徴を活用した教育的体験プログラムの提供を進めています。 
 

■第二次環境基本計画の数値目標の達成状況 

○「一人ひとりが環境保全に取り組む社会づくり」に向けた取り組み 

・環境フェア・環境講演会等参加者数や環境美化運動参加者数は、コロナ禍による影響に

より減少しましたが、令和６（2024）年度には５年ぶりに環境フェアを開催するなど、

近年の参加者数は、増加傾向にあります。 

・緑の少年団組織数は、近年、継続した取り組みが実施されています。 

項 目 

基準値 

平成27年度 

(2015年度) 

目標値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和２年度 

(2020年度) 

実績値 

令和６年度 

(2024年度) 

環境フェア・環境講演会等

参加者数 
2,516人 3,000人 44人 300人 

環境美化運動参加者数 4,482人／年 7,000人／年 306人／年 639人／年 

緑の少年団組織数 ５校 ５校 ５校 ５校 
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・環境フェアや環境講演会などの環境保全に関する啓発イベントは、コロナ禍による影

響が終息し、今後は、積極的な開催が望まれます。 

・市民アンケートでは、重点的に取り組むべき施策について、「環境教育の推進と支援」

が 46％と最も高い結果でした。 

・更なる環境教育・学習の充実とともに、各種イベントの開催に当たっては、多様な手

法を取り入れ、SNS 等を駆使した情報発信によって、市民・事業者等が環境課題を自

分事と捉えて行動するよう促すことが重要です。 

・環境問題の解決に向けて、各種市民団体や事業者、大学などの研究機関との連携を積

極的に行っていく必要があります。 

 

3-2 令和 17（2035）年に目指す姿 

 

市民一人ひとりが、様々な主体から発信される環境に関する情報に触れることで、

自然や生きものを慈しみ、これらの学びを通じて環境を守り・育むための行動へと繋

がる社会を実現します。 

また、市民・事業者・行政それぞれが、環境保全の必要性と自らの役割を自覚し、

自主的・積極的に行動する社会を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

第 28 回新潟県環境賞「環境教育・学習部門」市内２団体の受賞 

 

あてま森と水辺の教室ポポラ（左） 

十日町市民環境会議（右） 
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3-3 施策の展開 

⓬環境教育の推進 

 

３Ｒ※資（リデュース・リユース・リサイクル）やデコ活（脱炭素＋環境に良いエコ）、

エコモビリティ※資などの取り組みを推進します。 

 

■施策 18 ３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 

市では、「収集プラスチック類の拡充」や「不用食器等の無料回収品目を増やす」な

ど、資源の再利用促進と分別意識の向上に取り組んできました。 

引き続き、継続的なごみ減量と資源の有効活用に取り組むとともに、自然や資源、

モノそのものへの感謝やエッセンシャルワーカー※資への敬意を表す１Ｒ（リスペクト）

を推進します。 

 

 
 

 

■施策 19 デコ活（脱炭素＋環境に良いエコ）の推進 

市では、脱炭素につながる豊かで新しい暮らしを創る環境省主導の国民運動「デコ

活宣言」に賛同し、市民の豊かな暮らしの後押しを推進しています。 

引き続き、脱炭素につながる製品やサービス、取り組みを推進します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［具体的な取り組み］ 
・３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 

・継続的なごみ減量と資源の有効活用に向けた情報発信・啓発活動 

・コンポストの推進 

・リユースの利用促進(家具、子育て用品、陶磁器食器等) 

・多言語化の取り組みの推進（海外からの来訪者、移住者への対応） 

など 
 

［具体的な取り組み］ 
・デコ活の推進（「デコ活宣言」の周知や、脱炭素型ライフスタイルの普及） 

・チラシやポスターの配布 

・環境フェア、環境講演会、セミナーの開催 

など 
 

二酸化炭素(CO2)を減らす(DE)脱炭素(Decarbonization)と、

環境に良いエコ(Eco)を含む"デコ"と活動・生活を組み合わせた

新しい言葉です。「デコ活」で暮らしを彩り豊かに！ 

環境省ホームページ 
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■施策 20 エコモビリティ※資の推進 

市役所では、脱炭素社会の構築に向けた取り組みとして、次世代自動車（EV等）へ

の段階的な移行のほか、近距離移動は、自転車や徒歩、公共交通機関の利用などを促

進しています。 

今後は、歩行者や自転車利用者、公共交通利用者などのワークスタイルやライフス

タイルの意識改革を通じて、CO2 排出や大気汚染などの環境負荷が少ない移動手段を

推進します。 

 

 
 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

環境フェア・環境講演会・セミナー・市民協働 

調査等への参加者数 
1,021 人 1,500 人 

 

⓭環境美化・保全活動の推進 

 

豊かな自然環境の保全や自然生態系を維持していくため、「環境美化・保全活動の支

援」や「ごみ減量に向けた啓発活動」などの取り組みを推進します。 

 

■施策 21 環境美化・保全活動の支援 

信濃川河川事務所と連携をした「信濃川クリーン作戦」への参加や、道路沿いのご

み拾いを行う市民団体等にごみ袋を配布する「環境美化ボランティア支援事業」の実

施など、市民と一体となった環境保全及び地域美化の取り組みを進めてきました。 

今後は、自然環境の維持・保全に取り組む活動を継続して支援するとともに、環境

問題に関する市民の意識啓発を推進します。 

 

 
 

 

  

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

環境美化運動参加者数 

（環境美化ボランティア支援事業） 
385 人 1,000 人 

［具体的な取り組み］ 
・公共交通・自転⾞、徒歩など、環境負荷が少ない移動方法の推進 

・次世代自動⾞やカーシェアリングなど、環境負荷が少ない移動方法の推進 

など 
 

［具体的な取り組み］ 
・市民団体・ボランティアによる環境美化活動の支援 

・環境保全活動（市民参加型）の支援 

・市民・事業者との協働による社会づくり、環境啓発の推進 

など 
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■施策 22 ごみ減量に向けた啓発活動（市報、エコラビ、ごみ便利帳等） 

市では、市報とおかまちに掲載の「ごみ減量講座」や、ごみの分別方法・出し方な

どをまとめた冊子「ごみ便利帳」、スマートフォン用アプリ「エコラビ（下図参照）」

等を組み合わせて、ごみ減量と分別徹底の啓発を行っています。 

引き続き、広報誌やホームページ、アプリなどを活用し、市民のごみ減量、分別を

推進します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

［具体的な取り組み］ 
・スマートフォン用アプリ「エコラビ」の推進 

・市報等によるごみ減量に向けた啓発活動の推進 

・ごみ便利帳、ホームぺージ、アプリ等の活用によるごみ減量活動の推進 

・多言語化の取り組みの推進（海外からの来訪者、移住者への対応） 

など 
 

ごみ分別アプリ「エコラビ」 
 

ごみの出し方が分からないという方、 

ぜひ「エコラビ」をご利用ください！ 

      ダウンロードはこちら 

お住まいの行政区を設定すると、対応する 

ごみカレンダーを自動的に読み込みます。 

カレンダー機能だけでなく「ごみ分別辞典」で

出したいごみの分別がすぐにわかります！ 

 
Android     iPhone 

便利なアプリ 

使っていますか？ 
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⓮青少年・家庭教育・個人学習への支援 

 

「森の学校」キョロロを活用した自然体験、探究活動の機会提供や、木育の推進と林

業の普及啓発の取り組みを推進します。 

 

■施策 23 「森の学校」キョロロを活用した自然体験や探究活動の機会提供 

市では、雪国の里山の生物多様性をテーマにした科学館である「森の学校」キョロ

ロにおいて、昆虫の展示や各種の自然体験プログラムを提供しています。 

引き続き、「森の学校」キョロロを活用した環境教育や、ブナ林の森林浴・森林散策

など、自然体験の機会の提供を一層推進します。 

 

 
 

■施策 24 木育の推進と林業の普及啓発 

市では、幼少期から木に親しむ心を育むための「木育」に取り組んできました。ま

た、森林整備の新たな財源となる「森林環境譲与税」を活用し、私有林の整備を始め、

市産材を使った木育製品を乳幼児へ配布したり、市産材製品の開発・PRなどを行って

きました。 

引き続き、木育の推進と林業の普及啓発を一層強化し、森林環境譲与税の効果的な

活用を推進します。 

 

 
 

数値目標 

現状値 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

目標値 

令和 12 年度 

(2030 年度) 

体験プログラムの参加者数 

(「森の学校」キョロロ） 
2,333 人 2,800 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［具体的な取り組み］ 
・「森の学校」キョロロを活用した自然体験や探究活動の機会提供 

など 
 

［具体的な取り組み］ 
・木育の推進と林業の普及啓発 

など 
 

キョロロに泊まろう！（体験プログラム） 
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第５章  計画の推進 
 

1 計画の推進体制 

 

本計画の推進に当たっては、市民、事業者、行政が、それぞれ創意工夫して、お互

いに連携しながら効率的かつ確実に推進していくことが必要です。このため、以下の

ような推進体制をとり、計画の効果的な推進を図ります。 

 
 

図 24 第三次十日町市環境基本計画策定体制図 

 

■十日町市民環境会議 

本計画推進のため、市民、事業者の視点で、具体的な取り組みの推進や進捗状況の点検・評

価を行い、これらについて市に意見します。 

 

■住みよい環境づくり審議会 

本計画に基づく各種環境施策について、市長の諮問に応じて、専門的な立場から調査審議を

行います。 



 

49 

第 5章 計画の推進 

第
５
章 

2 計画の進行管理 

2-1 進行管理の方法 

本計画を実行性のあるものとするため

には、各部局における各種環境施策の実

施状況について定期的な把握と点検を行

う必要があります。環境マネジメントシ

ステムの考え方に基づき、ＰＤＣＡ「計画

（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、見直

し（Action）」を繰り返すことによって進

行管理を行います。 

特に、環境施策の実効性を高めるため

には、施策を計画的に推進していくこと

が重要であり、社会情勢の変化や新たな

環境問題に対応できるように、その動向

により計画などの見直しを必要に応じて

行います。 

このため、具体的な数値目標などは毎

年度点検評価し、翌年度の事業実施に反

映していくとともに、概ね５年毎に検証

します。 

なお、常に事業の進捗状況や計画の検

証は、市民に公開するとともに、住みよい

環境づくり審議会を通じて意見聴取を行

います。 

 

 

2-2 年次報告書の作成・公表 

本計画の進行管理に当たっては、住み

よい環境づくり審議会、十日町市民環境

会議において、計画の推進に関する意見

を求めるとともに、数値目標及び指針の

達成状況や施策の実施状況等についてと

りまとめ、年次報告書として整理・報告

します。 

また、本計画の施策の進捗状況を広く

市民が知ることができるように、広報紙

や「十日町市の環境」などを通じて公表

します。 

  

計画 

Plan 

実行 

Do 

点検 

Check 

見直し 

Action 

計画 

Plan 

実行 

Do 

点検 

Check 

見直し 

Action 

よりよい環境づくり 

を目指します 
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3 目標(指標)の整理 

前述した各基本方針の目標(指標)について、一覧にて示します。 

目標（指標）一覧 

基本方針 数値目標 
現状値 

令和 4 年度
(2022 年度) 

中間目標値 
令和 12 年度
(2030 年度) 

最終目標値 
令和 17 年度 
(2035 年度) 

Ⅰ ゼロカーボンシティ・資源循環型社会の推進 

 
施策１ 温室効果ガスの排出量削減 

190.2 千 t-CO2 

(△43.0％) 

180.1 千 t-CO2 

(△46.0％) 

133.5 千 t-CO2 

(△60.0％) 

 

基本方針 数値目標 

現状値 
令和 6 年度 
(2024 年度) 

中間目標値 
令和 12 年度
(2030 年度) 

Ⅰ ゼロカーボンシティ・資源循環型社会の推進 

 
施策 2 

市有林・市行造林及び森林経営管理制度に 
よる私有林の整備面積 

69.7ha/年 75.0ha/年 

施策 3、4、5 再生可能エネルギー活用促進補助件数 490 件 670 件 

施策 6 一般廃棄物の再資源化率 19.9％ 22.0％ 

施策 7、8 一般廃棄物（ごみ）の排出量 15,258ｔ 11,618ｔ 

Ⅱ 自然環境の保全と気候変動への対応 

 
施策 9、10、11 

中山間地域等直接支払交付金事業対象面
積 

2,339ha 2,340ha 

施策 12、13 公害苦情処理件数 45 件 30 件 

施策 14、15、16 水辺空間の利用者数 14,141 人 16,000 人 

施策 17 「とおかまち涼み処」の指定事業所数 28 事業所 40 事業所 

Ⅲ 一人ひとりが環境保全に取り組む社会づくり 

 
施策 18、19、20  

環境フェア・環境講演会・セミナー・市民協働 
調査等への参加者数 

1,021 人 1,500 人 

施策 21、22 
環境美化運動参加者数 
（環境美化ボランティア支援事業） 

385 人 1,000 人 

施策 23、24 
体験プログラムの参加者数 
（「森の学校」キョロロ） 

2,333 人 2,800 人 

 


